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（市民文化局人権推進部人権推進課）

西原公園児童館は、昭和53年（1978年）に事業を開始し、建物は築40年以上経過してお
り、市有建築物耐震対策基本方針による耐震診断の結果、耐震基準を満たしていないことが
判明したため、建物の耐震改修工事を行い、利用者の安全を確保するもの。

児童館工事期間：令和2年（2020年）8月15日～令和3年（2021年）2月28日（予定）

工事予算(R2年度)：工事費用：51,600,000円（事務所移転費用含む）
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①西原公園児童館の耐震化工事について

工事の概要

西原公園児童館の事務所を近隣のふれあい文化センターに移転し、自由あそび（自由来館）以外
の児童館活動を継続する。

移 転 先：熊本市中央区本荘4-6-6 ふれあい文化センター内

移転期間：事務所移転に係る期間を含み
令和2年（2020年）8月1日 ～令和3年（2021年）3月31日（予定）

休止する活動：自由遊び（問合せ・相談等は通常通り）
継続する活動：児童クラブ・幼児クラブ

ふれあい文化センター内にて実施

移転期間中の休館日：日曜・祝日（ふれあい文化センターが休館のため）

工事期間中の児童館活動について

移転先

約265ｍ



令和2年（2020年）
2月21日(金)
22日(土)
27日(木)

3月 2日(月)

4日(水)
５月21日(木)

22日(金)
6月 1日(月)

2日(火)

熊本市内において新型コロナウイルス感染者が確認される
児童館主催事業を中止又は延期することとした
政府対策本部が、全国の小中学校等の臨時休校を要請
熊本市立の各学校（幼稚園を除く）臨時休校となる
まちづくりセンター（公民館）に併設する児童館を臨時休館とする
西原公園児童館を臨時休館とする
熊本市立の学校再開に合わせた児童館の再開を決定
国の緊急事態宣言が解除される
熊本市立の学校及び幼稚園が再開する
児童館定期休館日
児童館を再開（開館時間を短縮）
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② 新型コロナウイルス感染症に関する児童館活動について

これまでの児童館の休館等

感染大防止のため、開館時間の短縮、入館人数の制限を行っている。

開館時間：午前９時３０分から午後3時３０分
入館者数：利用者間の距離を2ｍ離すことができるように、各施設の規模に応じて

利用人数を制限
利用時間：1人あたり1日1回60分までを目安とし、長時間の利用を制限。

現在の児童館の開館状況

◼ 臨時の児童育成クラブへの職員派遣（R2年３月）
市立小学校の臨時休校により臨時開設された児童育成クラブへ一部の職員を派遣。
（教育委員会からの協力依頼。派遣については、各所属長の判断による。）

◼ 児童館の再開に向けた環境の整備
３月の臨時休館開始時には、休館期間がどの程度となるのか見通しが立たない状況で

あったため、いつでも児童館を再開できるように、各施設の衛生管理の強化、玩具・遊具
等を介した感染を防ぐための貸出玩具の見直し等を行うとともに、活動のための準備を
行った。

◼ 衛生用品の準備
施設の消毒等に用いる消毒液を準備。玩具等はアルコールを使用すると、素材により変

色をするものもあるため、「弱酸性次亜塩素酸水」も用意。アルコール消毒液の確保が困
難な時期もあったため、手指以外には「次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ水溶液」を用いる等の消毒する
対象物による使い分けも行った。
児童館再開時に必要となる体温計・健康チェックシートも準備した。

◼ 事業の見直し
児童館は親と子のふれあいの場・交流の場であり、子育て支援や行事等においても、利
用者同士の交流や地域との交流も多く、密になる場面も多いことと、新型コロナウイルス
感染症に起因した関係機関の事業計画変更等もあり、児童館の事業計画を見直した。

◼ 地域組織との連携
母親クラブ等の地域組織と連携しながら、活動の見直しや新年度の事業計画や実施方法

等についての相談対応や支援を行った。

休館期間中の取り組み
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熊本市児童館は、児童館の活動を継続するにあたり、新型コロナウイルス感染防止のため、次の
対策を実施することとしています。

1 施設開館時間の短縮
開館時間：午前９時３０分～午後3時３０分（通常：午前９時～午後５時）
※感染症防止対策チェックリストにより三密対策、飛沫感染防止対策、児童館の管理対策を図る。
※感染症防止対策チェックリストを毎週作成する。

２ 感染防止対策
三つの密を避けるための方策を実施する
（1）密閉空間を避ける

① 施設出入口や窓を開け、（換気扇を回し）換気を行う。
② 個室等の換気ができない部屋を使用しない。

（2）密集場所を避ける
① 対面ではなく横並び等で座る。
② 人と人の間隔（２ｍを目安とし、少なくとも１ｍ）を十分に確保する。

（3）密接場面を避ける
① 入室（利用）人数や在室（利用）時間の制限。
② 入退出時や集合場所等における十分な間隔の確保。

３ 児童館（室）の管理
（1）換気の実施

・定期的に換気を行う。（冷暖房使用時含む）※１時間に１回１０分程度。
※可能な限り、常時、少しでも開けておく。但し、児童の事故等に十分配慮すること。

（2）消毒の実施
・消毒・清掃の徹底。開館前及び、開館以降、適宜にドアノブ、手すり、その他 室内の
消毒を実施する。

（3）消毒液の設置
・施設出入り口等に消毒液を設置する。

（4）玩具の衛生管理
・一度使用した玩具等はすべて回収し、消毒を行う。
・屋内大型遊具については、利用後適宜に消毒を行う。
（屋外大型遊具がある施設は、利用があった際に適宜消毒を行う）

4 児童館の運用
（1）職員の対応

・職員のマスク着用の徹底。
・唾液や鼻水等が付着したゴミを介した感染を防止するため、ゴミ箱は撤収し、ゴミの
持ち帰りについて、利用者へ協力をお願いする。

（2）利用者への対応
① 利用人数制限

各施設、間隔2ｍを目安に利用可能人数（組数）を設定する。
② 利用時間制限

利用時間は、1人１回60分までを目安とする。
（感染リスクを減らし、多くの方が利用できるようにするため）

③ 体調の確認
健康チェックシートを用いて確認する。

④ 利用前の確認
・利用者（児童含む）は、２歳以上については原則マスク着用。但し、５歳以下は
着用可能な場合は着用。
・手指消毒の徹底。
・体温が37.5℃以上の場合は利用不可とする。37.5℃未満であっても、その他の
風邪症状等がある場合には利用自粛を促す。

児童館の施設再開に伴う運用について
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⑤ 行事等の実施
・三密対策、飛沫感染防止対策、児童館の管理対策を図り実施する。
実施する場合は、施設管理者によるチェックシートに基づき実施する。
・密接を避けるため、入場制限が必要になる。
・密接を避けるため、接近しなければできないイベントは不可。
・飛沫感染防止のため、ダンス等の運動を伴うもの、大声を出すようなイベントは
行わない。※但し、マイクの使用等による飛沫感染防止対策が実施できれば可能。

⑥ 玩具の制限
・消毒可能な玩具等を選別し、布製の玩具等の消毒管理が困難なものは撤収する。
・カードゲームやボードゲーム等の複数人が対面で行うような玩具は原則貸出不可。
但し、三密対策、飛沫感染防止対策、児童館の管理対策を行うことで貸出可能

⑦ 受付方法
・受付等では、ビニールやプラスチックで飛沫感染防止対策を講じる。
・利用者への声掛け場面等においても、距離を保ち行う。

５ その他
（1）利用制限について周知

① 利用者へのお知らせを掲示する。（各館で作成）
② 熊本市ホームページへの掲載
③ 来館時の受付場面等で並ぶ場合は、間隔を保ち、密にならないような対策を実施する。
※受付時間や場所を離す等の工夫を行うこと。

（2）厚生労働省アプリの周知
「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のポスターを掲示する。

●飛沫感染防止のカーテン ●ソーシャルディスタンスの確保

託麻 龍田

裏面

【施設内の感染防止対策の様子（一例）】

東部

●共有物やおもちゃの消毒

東部

●来館者の健康状態チェック

（体温測定） （健康チェックシート）

対象物に応じて消毒
液の種類を使い分け

↑目安のライン

↑「2ｍ」を分かりやすく
可視化

順番待ちの目印→

秋津

●窓口の混雑緩和対策
ロビーに申請書等の記入スペース設置

秋津

●室内・固定遊具の消毒 ●常時換気

非接触型
体温計



各児童館の状況（新型コロナウイルス感染症関連）

新型コロナウイルス感染症に関連して中止又は延期した事業
感染予防のために実施している対策

令和元年度 令和2年度

西
原
公
園
児
童
館

・わんぱく祭り（３月) ・朝の活動ひよこっこ教室 ・入館時の体温測定

・ひよこっこ教室お別れ会 （4月～当面の間） ・健康チェックシートの記入

・児童クラブ閉講式 ・児童クラブ ・入館人数の規制

（４月～当面の間） ・利用時のソーシャルディスタンスの

・夏祭り 確保

・トランポリン教室 ・マスク着用のお願い

・アルコール消毒液での手指の消毒

・一部のおもちゃの貸出制限

・利用したおもちゃの定期的な消毒

・館内消毒と換気の徹底

託
麻
児
童
館

・いちご狩り(お別れ会) ・遠足 ・入館時の体温測定

・学習発表会 ・お話し会 ・健康チェックシートの記入

・児童クラブ(絵画創作運動) ・入館人数の規制と時間制限

・幼児クラブ ・利用時のソーシャルディスタンスの

・トランポリン 確保

・デザート作り ・マスク着用のお願い

・ミニうんどうかい ・アルコール消毒液での手指の消毒

・一部のおもちゃの貸出制限

・利用したおもちゃの定期的な消毒

・窓口へのクリアパネルの設置

・館内消毒と換気の徹底

秋
津
児
童
館

・朝の活動(2月26日～3月) ・朝の活動(4月～当面の間) ・健康チェックシートの記入

・わくわくタイム修了式 ・子育て座談会(4月～当面の間) ・入館時の体温確認

・絵画造形クラブ ・児童クラブ ・ロビーでの利用登録申請書や

(2月22日・29日) キッズフラダンス 健康チェックシートの記入

・誕生会 運動遊び (児童館窓口混雑緩和のため)

(1・2・3月生まれ) 絵画造形 ・滞在時間・入館人数の制限

・美和子ちゃんの絵本読み聞かせ ・児童館夏祭り ・来館時・帰る時の手洗いと

(3月) ・ベビーマッサージ アルコール消毒

・子育て座談会(3月) ・小学生お菓子作り ・常時2方向換気

・親子料理教室 ・ソーシャルディスタンスの目安印を

・鉄棒とびばこ教室 床に貼る

・ 1時間に1回10分の屋内床の消毒

・室内大型遊具、戸外遊具の消毒

・常時設置していたおもちゃの撤去

・おもちゃを貸出し、返却時に消毒

・マスク着用のお願い

(大人・小学生は必ず、乳幼児は

出来る限り)

・カウンター、窓口にビニール

カーテン設置

・感染防止に関するポスターの掲示
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新型コロナウイルス感染症に関連して中止又は延期した事業
感染予防のために実施している対策

令和元年度 令和2年度

東
部
児
童
館

・誕生会(2・3月）ちゃいるどくらぶ・朝の活動ちゃいるどくらぶ ・入館時の体温確認

・誕生会＆おしゃべり会こあらっこ (4月～当面の間) ・入室時の健康チェックシート記入

・アートクラブ(3月分） ・子育て支援こあらっこ ・滞在時間、入館人数の制限

・ちゃいるどくらぶお別れ会 (4月～当面の間) ・来館時・帰る時の手洗いと

・こあらっこくらぶ説明会 ・児童クラブ アルコール消毒

・こあらっこくらぶ3B体操 スポーツ3回 中止 ・常時2方向換気

アートクラブ 1回中止 ・ソーシャルディスタンスの目安印を

・小学生講座 パンを作ろう 床に貼る

・子育て座談会(5月から当の間） ・ 1時間に1回10分の屋内床消毒

・夏休み彫金教室 ・戸外遊具消毒

・誕生会(4月～当面の間） ・常時設置していたおもちゃの撤去

・歯科指導及び栄養士さんのお話 ・おもちゃの貸し出し、返却時に消毒

・運動会 ・マスク着用のお願い

・小学生とび箱鉄棒教室 (大人・小学生は必ず、乳幼児は

・夏休み親子ふれあい遊び 出来る限り)

・カウンター、窓口にビニール

カーテン設置

・感染防止に関するポスターの掲示

西
部
児
童
館

・身体測定（2月～） ・朝の活動 ・健康チェックシートの記入

・お誕生日会 ・児童クラブ ・入館時の体温確認

・ひな祭り遊び （アート体操ダンス） ・入館人数・利用時間の制限

・大津山先生と遊ぼう ・ベビーマッサージ ・定期的な換気の実施

・運動遊び ・化石レプリカを作ってみよう ・利用時のソーシャルディスタンスの

・ボールプール遊び ・スライムを作ろう 確保

・オープンイングリッシュ ・大津山先生と遊ぼう ・マスク着用のお願い

・母親クラブお別れ会 ・母親クラブ説明会 ・アルコール消毒液での手指消毒と

・母親クラブ卒館・修了式 ・母親クラブお見知り遠足 手洗いの励行

・母親クラブさつまいも畑を作ろう・おもちゃの貸出制限

・常設おもちゃの一部撤去

・利用したおもちゃの返却時消毒

・利用場所の利用時間ごとの消毒

・感染防止に関するポスターの掲示

花
園
児
童
館

・おひなさまをつくろう ・おやつづくり（児童クラブ） ・入館時の体温測定・マスク着用

・ひなまつりコンサート ・水鉄砲づくり（児童クラブ） ・健康チェックシートの記入

・大津山先生とあそぼう ・絵画クラブ（児童クラブ） ・入館人数の規制

・春の壁面づくり ・スライムづくり（児童クラブ） ・利用時のソーシャルディスタンスの

・ふれあい音楽あそび ・トランポリン教室（児童クラブ） 確保（区分け）

・２，３月生まれの誕生会 ・簡単クッキング（児童クラブ） ・換気

・おわかれ会＆総会 ・リースづくり（児童クラブ） ・使用できるおもちゃの制限

・移動動物園がやってくる ・ふーちゃん先生 ・おもちゃ利用後の消毒

・親子クッキング トイレトレーニング ・アルコール消毒液での手指の消毒

・紙パックで椅子づくり ・防災訓練 ・窓口へのビニールシートの設置

・おはなし会 ミニミニうんどうかい ・使用した場所【床】の消毒（毎回）

・お昼と閉館後の2回消毒

カウンター、記載台、トイレ
（ドア・ドアノブ・蛇口・レバー
・センサー・スイッチ）、えんぴつ

・ゴミ箱の撤去
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新型コロナウイルス感染症に関連して中止又は延期した事業
感染予防のために実施している対策

令和元年度 令和2年度

幸
田
児
童
館

・誕生会（２・３月） ・朝の活動 ・入館時の体温測定

・おひなさまつくり ・お話し会 ・健康チェックシートの記入

・記念品づくり ・救急法（AED講習） ・入館人数・利用時間の制限

・おわかれ会 ・親子リトミック ・利用時のソーシャルディスタンスの

・母親クラブお別れ遠足 ・さかあがりとびばこ教室 確保

（いちご狩り） ・運動あそび ・館内消毒と換気の徹底

・母親クラブお別れ会 ・育児相談身体測定 ・おもちゃの貸出し制限

・運動会 ・利用したおもちゃの随時消毒

・トイレトレーニング ・窓口へのビニールシートの設置

・誕生会 ・常時設置していたおもちゃの撤去

・マスク着用のお願い

南
部
児
童
館

・母親クラブ行事 ・母親クラブ行事 ・入館時の体温測定

いちご狩り（2/26） 今年度、母親クラブが発足して ・健康チェックシートの記入

・ふれあい移動動物園（3/22） いないため、行事中止 ・入館人数の規制

・朝の活動 おわかれ会（3/6） ・児童館行事 ・利用時のソーシャルディスタンス

歯科相談会（6/26） の確保

栄養相談会（10/21） ・マスク着用のお願い

夏まつり(母親クラブ共催7/26） ・アルコール消毒液での手指の消毒

子育てサロン（第１水曜日6回） ・一部のおもちゃの貸出制限

芋ほり（10/30） ・利用したおもちゃの定期的な消毒

クリスマス会（12/25） ・窓口へのクリアパネルの設置

ブッシュドノエル作り
（12/19） 等

・朝の活動

おはなし会（第２水曜日）

うんどう会（10/11）

清
水
児
童
館

・ベビーマッサージ（2月分） ・親子リトミック ・入館時の手洗い、体温測定。

・お店屋さんごっこ ・お誕生会 ・健康チェックシートの記入

・お別れ遠足 ・歯科指導 ・入館人数・利用時間の規制

・すくすくタイム（身体測定） ・救急講習会 ・利用時のソーシャルディスタンスの

・北区保健子ども課の育児相談 ・走り方教室 確保

・児童クラブ「体操クラブ」最終回・逆上がり教室 ・館内消毒と換気の徹底

・朝の活動 ・育児講座（おなかの話） ・利用したおもちゃの随時の消毒

（ゲームをしてあそぼう！） ・窓口へのビニールシートの設置

・常時設置していたおもちゃの撤去

・マスク着用のお願い

・館内及び館外設置の大型遊具の消毒

・共有部分及び館内の消毒

・常時、天窓を開放
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新型コロナウイルス感染症に関連して中止又は延期した事業
感染予防のために実施している対策

令和元年度 令和2年度

龍
田
児
童
館

・たんぽぽクラブ「お別れ遠足」 ・歯と栄養について ・アルコール消毒液の設置

（いちご狩り） ・プール遊び ・入退館時の手指の消毒

・小学生講座「プログラミング」 ・おはなしの部屋（あひるひよこ）・体温測定

・たくまおはなし会 ・たくまおはなし会 ・健康チェックシートの記入

・おはなしの部屋（あひるひよこ）・たんぽぽクラブ ・児童館仕様「感染拡大防止のお

・たんぽぽクラブ「お楽しみ会」 「人形劇」 願い」の既読（初回のみ）

・朝の活動 「スイカ割り」 ・入館者数・利用時間の制限

「トランポリン教室」 ・プレイルーム内のソーシャルディ

「クッキング」 スタンス（視覚化）

「もちつき」 ・飛沫・接触感染防止の消毒の徹底

「ぜんざい会」 （受付机、椅子、室内大型遊具、

「ミニバレー」 トイレの取っ手・床・便器、授乳室

・子育てサロン 玄関、床、靴箱、棚、貸出おもちゃ、

・児童クラブ「キッズダンス」 ベッド）

・マスク着用のお願い

・窓口のビニールシートの設置

・職員共用パソコン等の消毒

・戸外遊具の天日干し

・ 2方向室内換気
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【新たに始めた取り組み】

子ども達を感染症から守りつつ、遊びを通した子どもの発達の増進と子育て支援を継続する
ため、新たな取り組みを始めました。

●お誕生日おめでとう
カードの配布
お誕生日会は中止しているが、

希望者に手作りのカード等をプレ
ゼントしている。子ども達の成長
を保護者と一緒に喜ぶ。

●工作キットの配布
朝の活動が中止となり、集合による季節の工作やカレンダーづく

り等を中止しているため、気軽に親子で作成ができるように、１人
分のキットを準備。季節に応じたもので、楽しみながら手先を使い
完成した達成感を感じられるようにしている。
児童館の利用時間を制限しているため、児童館では親子で体を動
かしたり、おもちゃで遊んだりと自由あそびを大切にされる場合は、
持ち帰っていただき自宅で工作を楽しんでもらう。

●作品の展示
工作キット等を利用して児童館

や自宅で作った子ども達の作品を
展示。作品が飾られると子ども達
は喜ぶ。作品の違いや良さを共に
味わい、職員や利用者間のコミュ
ニケーションも促進している。

●その他
・祖父母へのプレゼント作り
・児童厚生員の指導による少人数での親子ふれあい遊び
・小学生向けのぬりえの種類の拡充

等

子どもの発達段階に応じて、難易度を選択

●家庭でのあそびの支援
お家で過ごす時間が
多くなったため、家庭
でできる遊びのヒント
を提供。
お散歩がより楽しく
なるように、街中や
自然の中にあるものを
見つける「おさんぽ
ウォークラリー」の用
紙を配布し、子ども達
の外遊びを推進。


